
（福島県警察）不利益処分一覧表
平成28年11月30日
処 分 権 者

処分基準条例名等 頁 条項名 処 分 の 概 要 原権者 委任先

福島県青少年による A-１ 14 利用カード販売業者に対する指示 ２１ ○
テレホンクラブ営業 A-２ 15 利用カード販売業者に対する営業停止命令 ２１ ○
の利用を助長する行
為等の規制に関する
条例
［ｄ8-35］

遊泳者及びプレジャ B-１ 7-1 海水浴場開設者に対する指示 ２１ ア
ーモーターボートの B-２ 15-1 プレジャーモーターボート提供業者に対す ２１ ア
事故防止等に関する る指示
条例 B-３ 15-3 マリーナ業者に対する指示 ２１ ア
［ｄ4-80］




